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鳴門市教育振興計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領 
 

 

【日程】 

参加表明書等の提出期間  令和８年４月３日（金）～４月１７日（金） 午後５時必着 

質問の受付期間        令和８年４月３日（金）～４月１５日（水） 正午まで 

質問への最終回答日     令和８年４月１６日（木） 

参加資格確認結果の通知  令和８年４月２１日（火） 

提案書等の提出期間     令和８年４月２２日（水）～５月１２日（火） 午後５時必着 

書類選考(※）          令和８年５月１３日（水） 午後 ＜予定＞ 

提案書等の審査及び評価   令和８年５月中旬＜予定＞ 

審査結果の通知        プレゼンテーション終了後 5開庁日以内 

契約締結             令和８年５月中旬＜予定＞ 

※ 参加が６者以上の場合 

 

１ 業務の概要 

 （１） 業務名 

鳴門市教育振興計画策定支援業務（以下「本業務」という。） 

 （２） 業務の目的 

現行の鳴門市教育振興計画策定から、今日までの間に生じた、社会情勢や教育環境をめぐる

変化に適切に対応するとともに、本市の教育行政に関して新たに生じた課題に対応すべく、令和

９年度を初年度とする、新たな「鳴門市教育振興計画」を策定する。 

 （３） 業務内容 

別紙「鳴門市教育振興計画策定支援業務仕様書」のとおり 

 （４） 履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 （５） 見積限度額 

4,070,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 （６） 支払い方法 

業務完了払いとする。 

 （７） 担当部署 

担当課  鳴門市教育委員会 学校教育課   

担当者  林 

住 所   〒772-8501  鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 

連絡先   TEL：０８８－６８5－１２33  FAX：０８８－６８4－0633 

       メール：gakkokyoiku@city.naruto.i-tokushima.jp 
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２ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件をすべて満たす者とする。なお、本市との契約締結ま

での間に、次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、原則として、参加資格を取り消すも

のとする。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項におい

て準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。 

 （２） 次のア又はイに該当すること。 

  ア 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されている者。 

  イ 上記アに該当しない者で、参加表明書の提出期限までに、別紙①に示す物品の購入等に係る 

競争入札及び随意契約参加資格審査申請に必要な書類を提出し、鳴門市が適当と認めた者。 

 （３） 鳴門市物品業者等指名停止措置要綱（平成２２年４月１日制定）による指名停止期間中でないこ

と。 

 （４） 鳴門市暴力団等排除措置要綱（平成２４年８月１日制定）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 （５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平  

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 （６） 国税及び地方税に滞納がないこと。 

 （７） 過去２年以内に国又は地方公共団体との取引において、本事業と同等以上の業務契約実績が１

件以上あり、本業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有しする者。 

 （８） 本業務の実施にあたり、本市との連絡調整や問い合わせ等に、迅速かつ的確に対応できること。 

 

３ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に定めるところにより参加表明書等を提出すること。 

なお、参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届（様式４）を提出する

こと。 

 （１） 提出書類 

① プロポーザル参加表明書（様式１） 

② 会社概要（様式２） 

③ 業務実績調書（様式３） 

④ 別紙①に記載の書類（鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載され 

ている者は不要） 

 （２） 提出部数  各 1部 

 （３） 提出期限 

令和８年４月１７日（金） 午後５時必着 

 （４） 提出方法 

本要領 1 (7)の担当部署へ持参又は郵送により提出すること。 

※郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。 
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 （５） 参加資格の確認及び通知 

提出された参加表明書等は、本要領２の参加資格を満たしているか審査し、その結果を電子メ

ールにて令和８年４月２１日（火）までに通知する。 

なお、本通知が令和８年４月２２日（水）正午時点においても届かない場合は、必ず 1 (7)の担当

部署に問い合わせすること。 

 

４ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問は参加表明書、提案書等の作成及び提出に関する事項並びに本業

務実施に関する事項に限ることとし、評価及び審査に関する質問並びに提案内容に関する質問は受

け付けない。 

 （１） 受付期間 

令和８年４月３日（金）から４月１５日（水） 正午まで 

 （２） 提出方法 

質問書（任意様式）に必要事項を記入し、電子メールにて本要領 1 (7)の担当部署に提出するこ

と。また、質問書提出後は必ず電話にて受信確認を行うこと。 

なお、電子メール以外での質問書の受付は行わない。 

 （３） 回答方法 

質問に対する回答は、令和８年４月１６日（木）午後５時までに随時、鳴門市公式ウェブサイトに掲

載する。電話及び口頭による個別の対応は行わない。 

なお、回答書に記載した内容は、本要領、仕様書等を補完するものと位置付ける。 

 

５ 提案書等の提出 

 （１） 提出書類 

   ① 提案書表紙（様式５） 

   ② 提案書（Ａ４任意様式） 

文字サイズは１１ポイント以上とし、Ａ４サイズ縦長横書きを基本とする。 

（Ａ４サイズ横長・Ａ３サイズ折り込み頁の挿入可。） 

   ③ 見積書（様式６）明細書を添付すること。 

 （２） 提出部数 

正本１部、副本７部 

 （３） 提出期限 

令和８年５月１２日（火） 午後５時必着 

 （４） 提出方法 

本要領 1 (７)の担当部署へ持参又は郵送により提出すること。 

※郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。 
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６ 審査及び選定 

  参加資格を有する者が５者を超えた場合は、５の提出書類に基づく書類審査を行い、その通過者に 

対してプレゼンテーション審査を実施する。 

ただし、参加資格を有する者が５者以下の場合は、書類審査は実施しない。 

 

受託候補者の選定は、提出された提案書等の内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング（以下 

「プレゼンテーション等」という。）による審査を踏まえ実施する。 

 （１） プレゼンテーション等 

   ① 実施日は令和８年５月中旬を予定しており、その詳細については、後日通知する。 

   ② 審査員は、鳴門市教育振興計画策定支援業務審査委員会（以下「委員会」という。）の委員６名

とする。 

   ③ プレゼンテーション等の所要時間は、1 事業者につき３０分程度（提案説明２０分、質疑１０分）と

する。 

   ④ 出席者は３名以内とする。 

   ⑤ プレゼンテーションは、提出された書類と同一内容に限り、実機や PC・プロジェクター等を用い

行うことも可能とする。なお、プロジェクター及び電子モニター、HDMI ケーブルは市が準備す

る。その他必要となる機器（PC等）は提案者において準備・設置すること。 

   ⑥ プレゼンテーションの内容は、提出された提案書に基づく説明とし、資料の差し替えや追加の資

料配布は認めない。 

 （２） 審査方法 

本プロポーザルの審査は、委員会において、別紙②に掲げる評価項目に従って行い、最終評価

点の合計が基準（配点合計の６割）を満たす者のうち、評価点の合計が最も高い者を受託候補者、

次点の者を次点候補者として選定する。 

なお、提案者が１者の場合であっても、プレゼンテーション等及び審査を行い、別紙②「１ 評価

項目、配点等」のうち④見積額の評価点を除く評価点の合計が基準（配点合計の６割）を満たして

いると判断した場合には、受託候補者として選定する。 

 （３） 審査項目 

別紙②「鳴門市教育振興計画策定支援業務プロポーザル評価基準表」のとおり。 

 （４） 選定結果の通知及び公表 

   ① 選定結果は、受託候補者決定後、提案者全員に対し速やかに結果通知書により通知する。 

   ② 選定結果は、選定結果通知後、鳴門市公式ウェブサイトにおいて次の事項を公表するものとす

る。 

     ア 業務名、審査会日時及び委員数 

     イ 提案者数 

     ウ 受託候補者の名称、住所及び代表者名 

     エ 各提案者の評価項目ごとの評価得点及び合計点 
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７ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１） 提出書類等の提出方法や提出期限等が本要領に適合しない場合 

（２） 提出書類の内容に虚偽の記載が認められた場合 

（３） 本要領 1 (5)に定める見積限度額を上回る金額で見積書を提出した場合 

（４） プロポーザルの実施途中において、本要領２に定める参加資格要件を満たさないこととなった 

場合 

（５） その他、審査結果に影響を及ぼす不正行為を行った場合 

 

８ 契約に関する基本事項 

契約は、受託候補者と市が業務内容等について協議を行い、合意に達した場合、締結する。 

なお、協議が整わない場合は、次点候補者を受託候補者とみなし、契約締結に向けた協議を行う。契

約の際には、改めて見積書を提出するものとする。 

本業務の仕様については、本業務の目的達成のため、必要な範囲において受託者との協議により

別紙仕様書の記載項目の変更等を行うことがある。また、これにより提案見積額を超えない範囲で契

約内容及び契約額等の調整を行うことがある。 

契約保証金は免除する。 

 

９ 留意事項 

（１） 本プロポーザル参加に要する一切の費用は、参加事業者の負担とする。 

（２） 提出されたすべての書類等は返却しないものとする。 

（３） 提出された書類は、契約に至った場合に使用するほか、本プロポーザル以外の目的に使用しな 

いものとし、鳴門市文書管理規則（平成１９年鳴門市規則第２号）に従い、責任を持って管理及び

廃棄を行う。なお、鳴門市情報公開条例（平成１３年鳴門市条例第３４号）の規定に基づく開示請求

があった場合、開示することがある。 

（4） 提出期限後の書類の追加・修正・差し替え・再提出は認めない。ただし、審査に必要と認められ

る場合は、市からの追加提出を求めることがある。 

  （５） 契約締結後、本提案等における不正・虚偽記載等が認められる行為が判明した場合は、契約を

解除できるものとする。 

  

10 問い合わせ先 

  1 (7)記載の担当部署 
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別紙① 

 

 

・経歴書（様式７） 

 

・印鑑証明書（写し可） 

 

・登記事項証明書（写し可） 

 

・貸借対照表・損益計算書（写し可） ※申請日の直前２年の各事業年度に関するもの 

 

・納税証明書（提出日の直近１年分、写し可） 

  ア 鳴門市内に本店を有する者 

鳴門市が発行する法人市民税・法人の固定資産税（法人のみ）又は市民税・固定資産税（個人

のみ）についての納税証明書 

  イ 鳴門市外に本店を有する者で鳴門市の支店・営業所等に取引に係る権限を委任する者 

    鳴門市が発行する法人市民税・法人の固定資産税（法人のみ） 

    ※鳴門市の課税分だけで結構です。 

  ウ 鳴門市外に本店を有する者で、鳴門市内に支店・営業所等がない者 

本店所在地、あるいは委任先を設けた場合にあっては当該委任先についての法人市区町村民

税・法人の固定資産税（法人のみ）又は市区町村民税・固定資産税（個人のみ）についての納税証

明書 

 

・使用印鑑届（様式８） 

  （１） 「届出書」欄 

     営業の本拠となる本社、本店に関する事項を記入すること 

  （２） 「使用印鑑」欄 

     鳴門市と契約の締結、代金の請求及び受領その他の一切の商取引に使用する印鑑を押印する

こと。 ※社判（会社名のみ刻印されているもの）は不可 

 

・鳴門市暴力団等排除措置要綱に基づく誓約書 

 

・委任状（様式９） 

  鳴門市と契約の締結等につき支店、営業所等に属するものを代理人に選任する場合にあっては、資

格の有効期間を通じての委任状を提出すること 
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別紙② 

 

鳴門市教育振興計画策定支援業務 プロポーザル評価基準表 

 

１ 評価項目、配点等 

評価項目 評価基準 配点 

①業務実績 
事業者の経営実績、過去における同種・類似業務の実績

が豊富で十分な成果が期待できるか。 
１０点 

②業務遂行体制 

仕様書等に提示した条件・スケジュールを遅滞なく実現

でき、質の高い業務が遂行可能な人員・体制が整えられ

ているか。 

30点 市からの要望等に迅速かつ柔軟に対応できる体制が備

わっているか。 

意欲や熱意が感じられるか。提案内容に説得力があり、

矛盾や破たんはないか。 

③提案内容 

本業務の趣旨を理解し、仕様書等に基づき、その目的、

条件、内容を的確に反映しているか。 

50点 

国の教育振興基本計画に示された方向性や、教育行政

を取り巻く環境等を踏まえるとともに、他団体との比較や

先進事例の調査・分析に基づいた提案となっているか。 

計画の策定方針・内容についての提案がなされている

か、またその内容は本市の計画策定に有意なものか。 

アンケート等の現状把握手法や、審議会運営・スケジュー

ル等が計画的かつ効果的に構成されているか。 

事業者の専門性を活かした創意工夫・独自性に富んでお

り、効果的に業務を遂行し得る提案か。仕様書に定める

もの以外に有益な提案等があるか。 

④見積額の妥当性 
経費内訳・算定根拠等が明確に示されており、提案内容

に対して見積額が妥当なものであるか。 
10点 

合 計 １００点 
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２ 評価水準 

 
（１） 「１ 評価項目、配点等」の④見積額以外の項目については、次に示す６段階評価による得点化

方式により得点を付与する。 

 

 

評価水準 
大変 

優れている 
優れている 普通 

やや 

劣っている 
劣っている 

評価 

できない 

１０点満点の項目 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 0点 

３０点満点の項目 ３０点 ２４点 １８点 １２点 ６点 0点 

5０点満点の項目 5０点 40点 30点 20点 10点 0点 

 

 （２） 「１ 評価項目、配点等」の④見積額の評価項目に対する得点の付与方式は以下のとおりとする。 
 

 得点 ＝ 配点 × 最低業務提案見積金額 ÷ 本業務提案見積金額（小数点以下は四捨五入） 

 

 ※著しく妥当性を欠くもの（業務提案に係る委託料の見積上限額の６０％を下回る場合）は、 

本項目を２点とする。 

 

 （３） 参加者が１社であっても審査を実施し、「１ 評価項目、配点等」の④見積金額の評価点を除く評

価点が６割以上となった場合には、受託候補者として選定する。 


